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～同一労働・同一賃金について～



そもそも「同一労働同一賃金」とは？

我が国が目指す「同一労働同一賃金」とは、同一企業・団体における、

いわゆる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と

非正規雇用労働者（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）

の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

厚生労働省のガイドラインには、
「我が国から“非正規“という言葉を一掃することを目指す」

との記載があります。

同じ仕事なら同じ賃金 同じ仕事なら同じ待遇
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なぜ不合理な待遇差を解消するのか？

労働力人口の減少の中、非正規労働者は全体の約4割に。
どのような働き方でも、個人の能力を有効に発揮してもらい、
モチベーションの向上や生産性の向上を狙う！
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パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正時期

従来、旧労働契約法20条では、有期・無期労働者の労働条件を「不合理なもの」
にしてはならないと規定されていた。
今回の改正で旧20条はより明確な基準の元、「パートタイム・有期雇用労働法」
（略称）に移行・新設された。

企業規模に関わらず、既に法律は改正・施行されており、
中・小企業についても早急に対応していく必要があります！
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※ ADR ＝ 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのこと

法改正のポイント

労働者・事業主ともに利用可能。お互いに話し合う機会を提供。
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待遇に関する説明の準備

単に「パートだから」「将来の役割期待が異なるため」
という主観的・抽象的理由では、

待遇の違いについての説明にはなりません。

不合理な待遇差の禁止 待遇に関する説明義務の強化

説明を求めたことを理
由としての、解雇等の不
利益取り扱いは禁止さ

れています。

不合理な待遇差の解消

法改正で必要な対応

正社員との間の待遇に
ついて、相違する内容・
理由について説明する
必要があります。
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均等待遇と均衡待遇とは？

①職務内容 ＝ 業務内容と責任の程度（成果等）

②職務内容・配置の変更の範囲 ＝ 人材活用の仕組み
③その他の事情 ＝ 職務の成果、能力、経験、合理的な労使慣行など

①②の２つを満たす場合は
正社員等と均等（イコール）な待遇が必要

①②③の３つの違いに応じて
正社員等と均衡（バランス）のとれた待遇差が必要

違う仕事では
違いに応じた待遇

同じ仕事では同じ待遇
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② フルタイム 短時間

①無期雇用
正社員

無期雇用フルタイマー
パートタイマー
アルバイト

有期雇用
フルタイマー
契約社員
嘱託社員

パートタイマー
アルバイト
契約社員

具体的な取り組み方①
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具体的な取り組み方②
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具体的な取り組み方③
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具体的な取り組み方④

11



具体的な取り組み方⑤
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正社員（無期雇用フルタイム）と非正規雇用労働者（パートタイム、
有期雇用、派遣労働者）との間の待遇差がある場合に、

「いかなる待遇差が不合理か」
「いかなる待遇差が不合理でないのか」

について、原則となる考え方とその具体例を示したもの

◎基本給
◎賞与
◎手当（役職手当、精皆勤手当、通勤手当等）
◎福利厚生（福利厚生施設、慶弔休暇等）
◎その他（教育訓練等）…

ガイドラインに記載されている内容

ガイドラインとは

同一労働同一賃金ガイドライン 検索＜ガイドラインの掲載ページはこちらから＞

ガイドラインについて

※ 待遇差が不合理か否かは、最終的に裁判等の手続で判断します。
また、ガイドラインで明確化されることで、紛争の先見性が高まります。

厚生労働省が示した指針

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に
対する不合理な待遇の禁止等に関する指針
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～各種手当～

交替制勤務等の勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当

業務の危険度や作業環境に応じて支給される特殊作業手当

業務の内容が同一の場合の精皆勤手当

正社員の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を

行った場合に支給される時間外手当の割増率

同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当

深夜・休日労働手当の割増率

特定の地域で働く労働者に対する補償として

支給する地域手当

食費の負担補助として支給される食事手当

通勤手当・出張旅費

パート・有期雇用
労働者であっても、
正社員と同様の負
担を負っているため
で、
同一の支給が必要。

ガイドラインの内容①
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役職手当で、
役職の内容に対して支給するもの

◎同一の内容の役職には同一の
◎違いがあれば違いに応じた
支給を行わなければならない

（問題とならない例）
役職手当について、役職の内容に対して支給して
いるＡ社において、通常の労働者であるＸの役職
と同一の役職名であって同一の内容の役職に就く
短時間労働者であるＹに、所定労働時間に比例し
た役職手当（例えば、所定労働時間が通常の労働
者の半分の短時間労働者にあっては、通常の労働
者の半分の役職手当）を支給している。

（問題となる例）
通常の労働者Ｘと同一の役職名、同一内
容の役職に就く有期契約労働者Ｙに、Ｘ
に比べ役職手当を低く支給している。

【例】
店長手当
リーダー手当

無期雇用フルタイム労働者に支給している場合

パートはパートなりに
有期は有期なりに

パートタイム・有期雇用労働者で
店長やリーダー職に就いている者 店長手当、リーダー手当の支給が必要

店長やリーダーという特別な
職責を果たしているために支給

ガイドラインの内容②
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通勤手当及び出張旅費

原則として同一の支給が必要
（問題とならない例）
所定労働日数が多い（例えば週４日以
上）通常の労働者及び短時間・有期雇用
労働者には、月額の定期券の金額に相当す
る額を支給しているが、所定労働日数が少
ない（例えば、週３日以下）又は出勤日
数が変動する短時間・有期雇用労働者には、
日額の交通費に相当する額を支給している

【例】
・非常に高い所で作業を行う人に対して支

給する高所手当
・非常に暑いところで作業をする人に対し

て支給する高温手当
業務の作業環境に応じて支給

正社員だけではなく、同じ作業環境で働い
ているパートタイム・有期雇用労働者がい
る場合、特殊作業手当を支給しなければ
ならない

業務の危険度又は作業環境に応
じて支給される

特殊作業手当

ガイドラインの内容③
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業務の内容が同一の場合の

精皆勤手当

【支給の目的】
出勤を確保し、所定労働日の
出勤を促すため

業務内容が同じであれば、
同一の基準での支給が必要

【問題とならない例】

派遣先であるＡ社においては、考課上、欠勤についてマイナス査定を行い、かつ、
それが待遇に反映される通常の労働者であるＸには、一定の日数以上出勤し
た場合に精皆勤手当を支給しているが、派遣元事業主であるＢ社は、Ｂ社か
らＡ社に派遣されている派遣労働者であって、考課上、欠勤についてマイナス査
定を行っていないＹには、マイナス査定を行っていないこととの見合いの範囲内で、
精皆勤手当を支給していない。

ガイドラインの内容④
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◎福利厚生

福利厚生施設（休憩室、更衣室）
の利用 同一の利用・付与が必要

（問題とならない例：慶弔休暇）
通常の労働者と同様の出勤日が設定されてる短
時間労働者Ｙには、通常の労働者と同様に慶弔
休暇を付与。週２日勤務のＹには、勤務日の振
替での対応を基本としつつ、振替困難な場合のみ
慶弔休暇を付与。

転勤の有無、扶養家族の有無等
要件が同一の場合の転勤者用社宅

慶弔休暇

健康診断に伴う
勤務免除、給与保障

病気休職

①無期雇用契約の短時間労働者には、同
一の取得を認める必要がある
②有期雇用労働者にも、労働契約が終了
するまでの期間を踏まえて、取得を認める
必要がある
（問題とならない例）
労働契約の期間が１年である有期雇用労働者
について、病気休職の期間は労働契約の期間が
終了するまでとしている。

ガイドラインの内容⑤
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民事では均衡・均等待遇の対象となり
得るので、
各社、労使間での個別・具体的な事情
に応じて議論していくことが望まれます

ガイドラインに原則となる
考え方が示されていない

ガイドラインの内容⑥

退職手当

住宅手当

家族手当

その他の手当

これらの手当は、一般的に職務内容・責任に応じて支払われるものではないこと多
く、今後の判例等を注視して対応していく必要があります。
また、「ガイドラインに定義が無い」ということは、「対応しなくてよい」という訳ではなく、
対応を誤ると、今後トラブルになりやすいともいえます。
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★ 諸手当、福利厚生について個別の検討が必要

◎ フルタイム無期の労働者のみに及ぶ性質・目的のものかどうか

◎ 同じ状況で働いているパートタイム、有期雇用労働者には、
その性質・目的は及ばないか

◎ 同一労働同一賃金ガイドラインを確認
（精皆勤手当、通勤手当、慶弔休暇等…）

★ 同じ要件を満たす働き方をしているパートタイム、有期
雇用労働者には、支給・付与が必要です。

正社員の就業規則 パート労働者
有期雇用労働者

の就業規則

諸手当
福利厚生

記載あり 諸手当
福利厚生

記載なし

正社員の就業規則と別になっていることが多い対応のまとめ
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自社の状況が法律の内容に沿ったも
のなのかどうか、点検の手順を示して
います。
https://www.mhlw.go.jp/cont
ent/001133569.pdf

各種手当、福利厚生、教
育訓練、基本給について、
不合理な待遇差解消のた
めの点検・検討手順を示し
ています。
業界別マニュアル（スーパー
マーケット業、食品製造業、
印刷業、自動車部品製造
業等）と、全業種共通の
業界共通版があります。
https://www.mhlw.go.
jp/stf/newpage_0398
4.html

各種資料（取組手順書等含む）、解説動画
等が用意されています。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

参考ツールのご紹介
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基本給などの待遇差が不合理かどうかの判断等を行うには、
職務分析・職務評価の手法が有効です

職務分析・職務評価の取り組みを支援します
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/estimation/

職務評価を用いた
基本給の点検・検討マニュアル

（職務（役割）評価ツールあり）
【右記のサイト内】

職務分析→職務に関する情報を収集・整理し、職務の内容を明確にする
職務評価→社内の職務内容を比較して、その大きさを相対的に測定する

基本給に関する均
等・均衡待遇の状況
を確認し、等級制度
や賃金制度を設計す
る手法である職務評
価について解説してい
ます

参考ツールのご紹介②
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評価ツールの手
法、専門家の
無料コンサル
ティング等の情
報を掲載してい
ます



働き方改革推進支援センターのご案内
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